
No

1 （１）AED本体 製品の選定に当たっては、総合的な比較検
討の下で行っているため、仕様書記載の製
品に限定します。

平成22年11月8日

「品名　AED－２１００　日本光電工業株式
会社」とありますが、同等品での応札は可
能でしょうか？
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22-C25C

平成２２年度京丹波町立保育所等自動体外式除細動器（AED）購入

子育て支援課及び京丹波町立３保育所１分園
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